
国

保

年
金
等

第９編　国民健康保険・
後期高齢者医療制度・

国民年金



240

令和６年版　中央区政年鑑

国民健康保険

本区国民健康保険事業は、国の国民皆保険政策の一つと
して、昭和34年12月１日から開始された医療保険である。

事業は、相互扶助の精神に基づき、被保険者の病気、け
が、出産および死亡などに際しての給付を内容とし、社会
保障の充実と国民保健の向上を図る施策の一端を担ってい
る。

区は、「保険者」としてこの事業の運営に当たっている。
平成30年４月からは都が財政運営の責任主体として運営

に加わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの
国保運営に中心的な役割を担っている。

被保険者
中央区内に住所を有する者で、次の１～５のいずれにも

該当しない者であること
１　職場の健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者

および被扶養者
２　生活保護世帯に属する者
３　国民健康保険組合の被保険者
４　後期高齢者医療制度の対象である者
５　その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるも

の

被保険者数

区　分
被保険者数（人） 加 入

世 帯

加入率（％）

総 数 一 般
被保険者

退 職
被保険者 被保険者 世 帯

令 和 6 年
4月1日 現 在 26,666 26,666 0 20,676 14.7 20.0

令 和 5 年
4月1日 現 在 26,756 26,756 0 20,535 15.3 20.6

差 引 増 減 △ 90 △ 90 0 141

被保険者異動状況 （令和５年度）

取得 転入 社保
離脱 出生 生保

廃止
後期高齢者

非該当 その他 増計

3,904 4,432 95 20 0 296 8,747

喪失 転出 社保
加入 死亡 生保

開始
後期高齢者

加入 その他 減計

2,878 4,126 149 55 963 666 8,837

保険給付
診察、薬剤または治療材料の支給、処置、手術その他の

治療、病院などへの入院について療養の給付を行う。

療養費などの支給
やむを得ない理由により被保険者証を提出しないで診療

などを受けた場合や、海外旅行中などやむを得ず医療機関
で診療を受けたとき、補装具代などを支払ったとき、接骨
院などで施術を受けたとき、また移送費については、療養
費などとして支給する。

これらの費用については、保険対象医療費を別表の割合
で区が負担する。

別表　年齢別給付割合一覧

年齢別 給付割合

義務教育就学前まで（※） ８割

義務教育就学後～69歳 ７割

70～74歳 ８割（一定以上所得者７割）

（※）６歳に達する日以後最初の３月31日まで
◎一定以上所得者世帯

同一世帯に属する国民健康保険被保険者のうち、課税
所得（各種控除後）が年額145万円以上の70～74歳の者
が１人以上いる世帯。

ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満
（該当者が１人の世帯では年収383万円未満）の場合は、
申請により８割給付とする。

また、同一世帯の70～74歳の国民健康保険被保険者の
「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の
場合は、８割給付とする。

入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食事に要する費用のうち標準

負担額を除いた額を区が負担する。

食事療養標準負担額（１食当たり）
（令和６年６月１日～）

一般（下記以外） 490円※

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ

90日以内の入院
（過去12カ月の入院日数） 230円　

90日を超える入院
（過去12カ月の入院日数） 180円　

低所得者Ⅰ 110円　

◎低所得者Ⅱ　 世帯主および世帯全員が住民税非課税であ
る者

◎低所得者Ⅰ　 世帯主および世帯全員が住民税非課税であ
る者のうち、所得（給与所得がある場合は、
給与所得からさらに10万円を控除した額）
が０円で年金収入が80万以下の者

（※）指定難病患者は１食280円に据え置かれる。
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葬祭費　　　　　　　１件　 70,000円

保険給付状況 （令和５年度）

給付の種類 件　　数 金　　　　額
計 466,307件 7,450,591,636円

療 養 の 給 付 434,756 6,417,928,913
療 養 費 10,717 80,550,033
高 額 療 養 費 13,307 878,470,009
高 額 介 護 合 算 療 養 費 17 315,192
移 送 費 1 25,431
結核・精神医療給付費 7,255 7,934,973
出 産 育 児 一 時 金 122 56,165,185
葬   祭   費 126 8,820,000
傷 病 手 当 金 6 381,900

高額療養費の支給
被保険者が診療および入院などにより一部負担金を支

払った場合に、年齢・所得区分別に定める自己負担限度額
を超える部分を申請に基づき支給する。
高額介護合算療養費
国民健康保険と介護保険の両方のサービスを利用し、ど

ちらにも負担のある世帯で、１年間でかかった医療費と介
護サービス費の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合
に「高額介護合算療養費」を支給する。
傷病手当金の支給
令和５年５月７日までに新型コロナウイルス感染症に感

染または感染の疑いがあり、その療養のために出勤するこ
とができなかった期間について一定の要件を満たした場合
に「傷病手当金」を支給する。
その他の給付

出産育児一時金　　　１件　500,000円

年齢・所得区分別自己負担限度額一覧

年齢区分 所得区分 自己負担限度額 多数回
（※1）

70歳未満

ア 基礎控除後の世帯所得が901万円超の世帯 252,600円＋ 総医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた分の１％を加算 140,100円

イ 基礎控除後の世帯所得が600万円超～
901万円以下の世帯 167,400円＋ 総医療費が558,000円を超えた場合は、

超えた分の１％を加算 93,000　

ウ 基礎控除後の世帯所得が210万円超～
600万円以下の世帯  80,100円＋ 総医療費が267,000円を超えた場合は、

超えた分の１％を加算 44,400　

エ 基礎控除後の世帯所得が210万円以下の世帯 57,600円 44,400　
オ 住民税非課税世帯 35,400　 24,600　

年齢区分 所得区分
自己負担限度額

多数回
外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

70～74歳

現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得（課税標
準額）690万円以上 252,600円＋ 総医療費が842,000円を超えた場合は、

超えた分の１％を加算
140,100円
（※1）

現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得（課税標
準額）380万円以上 167,400円＋ 総医療費が558,000円を超えた場合は、

超えた分の１％を加算
 93,000　
（※１）

現役並み所得者Ⅰ 住民税課税所得（課税標
準額）145万円以上  80,100円＋ 総医療費が267,000円を超えた場合は、

超えた分の１％を加算
 44,400　
（※１）

一般 住民税課税世帯 18,000円
（※２） 57,600円  44,400　

（※３）
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯  8,000　 24,600　

低所得者Ⅰ

住民税非課税世帯で、か
つ、所得（給与所得があ
る場合は、給与所得から
さらに10万円を控除）が
０円で年金収入が80万円
以下

 8,000　 15,000　

◎金額は１カ月当たりの自己負担限度額である。
◎ （※１）過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が４回以上あった場合の自己負担限度額である。
◎ （※２）年間（８月～翌年７月）の限度額は144,000円（一般、住民税非課税世帯Ⅰ・Ⅱだった月の外来の合計の限度額）

である。
◎ （※３）過去12カ月以内に「外来＋入院（世帯単位）」の限度額を超えた高額療養費の支給が４回以上あった場合の自己

負担限度額である。
◎ 高額長期特定疾病（人工透析、血友病など）の診療の自己負担限度額は１万円である。ただし、70歳未満で世帯所得が

600万円を超える者の人工透析についての自己負担限度額は２万円となる。
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保険料
保険料の賦課
世帯に属する者のうち、被保険者である者につき算定し

た基礎分および後期高齢者支援金分のそれぞれ所得割額、
均等割額の合算額とするが、介護保険第２号被保険者（40
～64歳）のいる世帯では介護納付金分も含める。

賦課限度額は基礎分が650,000円、後期高齢者支援金分
が240,000円、介護納付金分が170,000円である。
＜保険料の賦課額算定方法＞
・基礎分（加入者全員が納める保険料）

均等割額　被保険者１人につき49,100円
所得割額　 加入者全員の令和５年中の賦課のもととなる

所得×0.0869
の合計額が年間保険料である。

・後期高齢者支援金分（加入者全員が納める保険料）
均等割額　被保険者１人につき16,500円
所得割額　 加入者全員の令和５年中の賦課のもととなる

所得×0.0280
の合計額が年間保険料である。

・介護納付金分（加入者のうち40～64歳の者が納める保険
料）
均等割額　第２号被保険者１人につき16,500円
所得割額　 第２号被保険者全員の令和５年中の賦課のも

ととなる所得×0.0226
の合計額が年間保険料である。

・賦課期日　令和６年４月１日
◎賦課のもととなる所得とは、前年の総所得および山林所

得金額ならびに株式・長期（短期）譲渡所得金額などの
合計から住民税基礎控除額を控除した額（雑損失の繰越
控除は適用しない）のこと
保険料の軽減・減免

１　低所得者世帯の減額賦課
一定の所得以下の世帯に対し、被保険者均等割額の７割、

５割または２割を減額して賦課する。
２　未就学児の減額賦課

国保に加入している未就学児に対し、被保険者均等割額
の５割を減額して賦課する。

３　出産被保険者への軽減（産前産後期間相当分の軽減）
出産予定、または出産した被保険者について、産前産後

期間相当分の保険料（出産被保険者分の保険料に限る）を
免除する。

単胎妊娠の場合： 出産予定日または出産日が属する月の
前月から４カ月

多胎妊娠の場合： 出産予定日または出産日が属する月の
３カ月前から６カ月

４　非自発的失業者への軽減
倒産・解雇、雇い止めなどによる退職に伴い、国民健康

保険に加入した被保険者の保険料を軽減する。
軽減内容： 前年の給与所得を100分の30として保険料を

算定する。
軽減期間：離職日の翌日の属する年度およびその翌年度

５　減免
次のいずれかに該当する者は保険料の減免を申請するこ

とができる。
⑴　災害その他特別の事情により生活が著しく困難となっ

た者のうち必要と認められる者
⑵　75歳に到達する者が被用者保険から後期高齢者医療制

度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から
国保被保険者になった者のうち、65歳以上の者

（減免額は、所得割額は全額、均等割額は加入から２年
を経過する月まで半額）

保険料軽減・減免実施状況 （令和５年度）

軽減・減免の種類 世　帯 人　数 金　額

計 世帯
12,678

人
15,372

円
662,349,916

低所得者世帯の
減額賦課

７割
減額 8,284 9,886 461,797,000 

５割
減額 1,737 2,559 84,795,450 

２割
減額 1,335 1,962 25,886,880 

未就学児の減額賦課 694 833 18,549,865 
産前産後期間相当分の軽減 10 20 391,518 

非自発的失業者軽減 506 − 65,619,251 
その他の減免 112 112 5,309,952 

被保険者１人当たりの医療費の推移 被保険者１人当たりの年間受診件数

0

100

200

300

400

令和元年度 ２ ３ ４ ５

304 291
326 339 334

千円

0

8

11

10

9

12
回

令和元年度 ２ ３

10.58
10.21 10.01 10.28

9.06

４ ５
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保険料調定および収入状況 （令和５年度）

区分
種別 調　定　額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収入割合 還付未済額

計 4,906,358,388円 4,092,606,699円 171,858,048円 641,893,641円 83.41％ 28,344,833円
現　年　分 4,292,294,200 3,899,401,587 2,622,407 390,270,206 90.85 26,888,118
滞納繰越分 614,064,188 193,205,112 169,235,641 251,623,435 31.46 1,456,715

基礎分年度別保険料調定額・世帯数の推移 （毎年度６月決定）

介護納付金分年度別保険料調定額・世帯数の推移 （毎年度６月決定）

後期高齢者支援金分年度別保険料調定額・世帯数の推移 （毎年度６月決定）

年度
均等割のみ世帯数分

世帯数（単位：世帯） 保険料調定額（単位：千円）

令和
２

６

５

３

４
20,886 9,991（47.8％） 2,792,355319,469（11.4％）

21,302 11,029（51.8％） 2,580,242370,795（14.4％）

21,195 9,966（47.0％） 2,678,289282,151（10.5％）

21,068 9,709（46.1％） 2,934,123293,069（10.0％）

21,485 10,457（48.7％） 3,279,279384,197（11.7％）

年度
均等割のみ世帯数分

保険料調定額（単位：千円）

令和
２

６

４

５

３

10,325 415,82253,366（12.8％）5,093（49.3％）

10,466 5,665（54.1％） 317,77967,372（21.2％）

10,487 5,072（48.4％） 386,49657,562（14.9％）

10,445 446,61654,261（12.1％）4,984（47.7％）

10,571 445,94558,628（13.1％）5,278（49.9％）

世帯数（単位：世帯）

年度
均等割のみ世帯数分

世帯数（単位：世帯） 保険料調定額（単位：千円）

令和
２

６

３

４

５
20,886 9,992（47.8％） 941,437107,216（11.4％）

820,118119,881（14.6％）21,302 11,029（51.8％）

884,73595,990（10.8％）21,195 9,966（47.0％）

21,068 9,709（46.1％） 922,53291,897（10.0％）

21,485 10,457（48.7％） 1,106,368129,095（11.7％）
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保健事業
夏季施設の開設
被保険者の健康の保持、増進とレクリエーションを目的

とし、夏季施設として「海の家」および「山の家」を開設
している（後期高齢者医療制度と共同実施）。
１　実施期間

令和５年７月22日～８月20日
２　海の家

静岡県　伊東温泉　ホテル暖香園
・部屋数　90部屋（１部屋定員５人）
・利用料金　大人6,000円　子ども4,200円
　　　　　　幼児3,000円　幼児（食事なし）2,200円
・利用者数　133人

３　山の家
神奈川県　箱根湯本温泉　ホテル南風荘

・部屋数　90部屋（１部屋定員６人）
・利用料金　大人8,000円　子ども6,000円
　　　　　　幼児6,000円　幼児（食事なし）1,650円
・利用者数　136人
保養施設
被保険者の健康の保持、増進を図るため、近県の温泉旅

館を指定し、協約している。
６県８地区11施設（令和５年度実績）

年度別１世帯当たり医療費と保険料の対比 医療費負担状況 （令和５年度）

◎保険料は基礎賦課額分のみ

450
千円
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医療費
保険料

令和元年度 4 532

444

143 141

411

141

384

129

432

131

433

保険料
30.70%

2,762,309千円

一部負担金
14.66%

1,318,949千円

公費負担
3.34%

300,582千円

都支出金
41.73%

3,754,708千円

繰入金
9.57%

860,642千円

医療費
8,997,190千円
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高額療養資金貸付
高額な医療費の調達に困難を来している世帯の生活の安

定に寄与するため、療養に伴う支払資金の貸し付けを行っ
ている。

貸し付け対象者は、区の国民健康保険から高額療養費の
支給を受ける見込みのある者で、その高額療養費として見
込まれる額の９割以内で貸し付けを行う。この貸付金は無
利子で、保証人は必要としない。

令和５年度貸し付け状況
　０件　　　　　　　　　　０円

国民健康保険事業費納付金
区は、都が区市町村ごとに医療費水準や所得水準などを

考慮して決定した額を都に納付する。

後期高齢者医療制度

高齢者の医療費について、高齢者世代と現役世代の負担
を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、75歳
以上の後期高齢者を対象に、その心身の特性などを踏まえ
た医療制度として、老人保健制度に代わって平成20年４月
１日から開始された。

制度の運営
都道府県ごとの広域連合で運営することとされており、

都内の全区市町村が加入し設立した「東京都後期高齢者医
療広域連合」が運営主体（保険者）となり、保険料の決定・
資格の認定・医療費給付の審査支払いなどを行い、区市町
村は保険料の徴収・資格の取得喪失の受け付け・被保険者

令和５年度国民健康保険事業費納付金

区　分 金　額
医療分 3,707,204,438円
後期高齢者支援金等分 1,132,328,183　
介護納付金分 523,777,327　

国民健康保険運営協議会
国民健康保険運営協議会は、区長の附属機関として、国

民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために
設置している。

その構成は、被保険者、保険医または保険薬剤師、公益
を代表する者おのおの８人以内および被用者保険など保険
者を代表する者３人以内の委員からなっている（委員一覧
は420頁参照）。

国民健康保険事業会計執行状況 （令和５年度）

証交付などを担当する。

東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者
都内に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者

・75歳以上の者
・65歳以上で一定の障害のある者
被保険者数（令和６年３月末現在）
区内に住所を有する者　14,209人

保険給付
診療、薬剤または治療材料の支給、処置、手術その他の

治療、病院などへの入院について療養の給付を行う。

保険料
30.36%

4,120,951,532円
都支出金
56.47%

7,664,259,866円

国庫支出金
0.01%
805,000円

諸収入他
1.67%

226,077,703円

事務費
2.29%

307,310,481円

保健事業費他
1.75%

234,787,072円
繰入金
11.49%

1,560,000,000円

保険給付費
55.94%

7,496,035,253円

国民健康保険事業費
納付金
40.02%

5,363,309,948円歳　　入
13,572,094,101円

歳　　出
13,401,442,754円
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医療費の払い戻し
次のような場合で、かかった医療費の全額を被保険者が

支払ったときには、広域連合で認められた部分について払
い戻しを行う（区で申請受け付けをし、広域連合に進達す
る）。
１　やむを得ない理由により保険証を提示できずに診療な

どを受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療
を受けた場合

２　医師が必要と認めた、あん摩・はり・きゅう・マッ
サージなどを受けた場合

３　骨折・脱臼などで保険診療を扱っていない柔道整復師
の施術を受けた場合

４　海外旅行中に診療を受けた場合
５　医師が必要と認めた、ギブス・コルセットなどの医療

用具を購入したときや輸血の生血代など
自己負担割合
医療機関での自己負担割合は、一般の方は１割、現役並

み所得者は３割の２区分であったが、令和４年10月１日か
ら新たに２割の区分が追加された。保険証には自己負担割
合「１割」「２割」または「３割」の記載がされている。
＜現役並み所得者＞

住民税課税所得が145万円以上ある者およびその被保
険者と同じ世帯にいる被保険者。

ただし、住民税課税所得が145万円以上でも被保険者
の収入合計金額が一定金額に満たない者は、区市町村の
担当窓口へ申請することにより１割または２割負担とな
る。
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食事に要する費用のうち標準

負担額を除いた額を広域連合が負担する。
食事療養標準負担額（１食当たり）（令和６年６月１日〜）

① 一般（②、③以外） 490円（※）

② 低所得Ⅱ

90日以内の入院
（過去12カ月の入院日数） 230　　　

90日を超える入院
（過去12カ月の入院日数） 180　　　

③ 低所得Ｉ 110　　　

◎低所得Ⅱ　 世帯全員が住民税非課税である者
◎低所得Ⅰ　 世帯全員が住民税非課税である者のうち、世

帯全員が損益通算、純損失・雑損失の繰越控
除適用後の各所得金額が全て０円の者（公的
年金の場合は80万円以下）および老齢福祉年
金受給者

（※） 指定難病患者は１食280円に据え置かれる。
（※） 精神病床へ平成27年４月１日以前から継続して入院

した患者は、当分の間１食280円に据え置かれる。

入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にか

かる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担す
る。

ただし、入院医療の必要性が高い者（人工呼吸器、静脈
栄養などが必要な者や難病の者など）は食事代のみとなる。
生活療養標準負担額

入院医療の必要性の高い者以外の場合（令和６年６月１日〜）

１食当たりの食費 １日当たりの居住費

一般（下記以外） 490円（※） 370円

低所得Ⅱ 230　　 370　

低所得Ⅰ 140　　 370　

老齢福祉年金受給者 110　　   0　

（※） 保険医療機関の施設基準などにより450円の場合も
ある。

入院医療の必要性の高い者の場合（令和６年６月１日〜）

１食当たりの
食費

１日当たりの
居住費

一般（下記以外） 490円 370円

低所得Ⅱ

90日以内の入院
（過去12カ月の入院日数） 230 370

90日を超える入院
（過去12カ月の入院日数） 180 370

低所得Ⅰ 110 370

老齢福祉年金受給者 110   0

移送費の支給
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示に

より転院するなど、移送に費用がかかったとき、広域連合
が必要と認めた場合に支給する（区で申請受け付けをし、
広域連合に進達する）。
高額療養費の支給
１カ月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額

を超えた部分が支給される（区で申請受け付けをし、広域
連合に進達する）。
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自己負担限度額一覧

所 得 区 分
自己負担限度額

外来（個人ごと）の
限度額

外来 + 入院（世帯ご
と）の限度額

現 役 並 み
所 得 者 Ⅲ

252,600円 + 総医療費が842,000円を超えた
場合は、超えた分の１％を加算

◎ ４回目以降は140,100円（多数該当）（※1）

現 役 並 み
所 得 者 Ⅱ

167,400円 + 総医療費が558,000円を超えた
場合は、超えた分の１％を加算

◎ ４回目以降は93,000円（多数該当）（※1）

現 役 並 み
所 得 者 Ⅰ

80,100円 + 総医療費が267,000円を超えた場
合は、超えた分の１％を加算

◎ ４回目以降は44,400円（多数該当）（※1）

一般Ⅱ

6,000円＋総医療費が
30,000円を超えた場
合は、超えた分の

10％を加算
または18,000円の
いずれか低い方

（※2）

57,600円
◎４回目以降は

44,000円（多数該当）
（※3）

一般Ⅰ 18,000円（※2）
低所得
住民税
非課税

Ⅱ 8,000 24,600　

Ⅰ 8,000 15,000　

◎金額は、１カ月当たりの自己負担限度額である。
◎入院時の食事代や保険が利かない差額ベッド料などは

支給の対象外となる。
◎低所得Ⅰ・Ⅱの者は、「限度額適用・標準負担額減額

認定証」が必要となる。
◎現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの者は、「限度額適用認定証」

が必要となる。
◎血友病、人工透析を必要とする慢性じん不全および輸

血製剤に起因する HIV 感染者などの自己負担限度額は
10,000円となる。

◎（※１）過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の
支給が４回以上あった場合の自己負担限度額である。

◎ （※２）年間（８月～翌年７月）の限度額は144,000円
（一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の合計の限度
額）である。

◎（※３）過去12カ月以内に「外来＋入院（世帯単位）」
の限度額を超えた高額療養費の支給が４回以上あった
場合の自己負担限度額である。

高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度と介護保険の両方のサービスを利用

し、どちらにも負担のある世帯で、１年間でかかった医療
費と介護サービス費の自己負担額を合算し、限度額を超え
た場合に「高額介護合算療養費」を支給します。
葬祭費
広域連合支給額　　50,000円
中央区追加支給額　20,000円

�
︱
�

�
︱
�

保険料
保険料の賦課
被保険者一人一人について保険料の納付が必要である。
保険料額は、加入者全員が負担する均等割額と、所得に

応じて負担する所得割額を合計した額である。
賦課限度額は730,000円である。

◎賦課限度額は、令和７年度にかけて800,000円へと段階
的に引き上げられる。なお、以下に該当しない者は令和
６年度から800,000円が適用される。
① 令和６年４月１日以前から後期高齢者医療制度の被保

険者であった者
② 令和６年度中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の

被保険者である者
＜保険料の算定方法＞

均等割額　被保険者１人につき47,300円
所得割額　賦課のもととなる所得×0.0967
の合計額が年間保険料である。

・賦課期日　令和６年４月１日
◎賦課のもととなる所得とは、前年の総所得および山林所

得金額ならびに株式・長期（短期）譲渡所得金額などの
合計から住民税基礎控除額を控除した額（雑損失の繰越
控除は適用しない）のこと

◎令和６年度の所得割額は、賦課のもととなる所得が58万
円以下の者については激変緩和措置により「賦課のもと
となる所得×0.0878」にて算出する。
保険料の減免

１　減額賦課
一定の所得以下の世帯に対し、被保険者均等割額の７割、

５割または２割を減額して賦課する。また、加入前日まで
被用者保険の被扶養者だった者は、均等割額の５割（加入
から２年を経過する月まで）と所得割額の全額を軽減する。

また、一定の所得以下の世帯に対し、被保険者所得割額
の５割または2.5割を軽減する（東京都後期高齢者医療広
域連合による独自軽減）。
２　減免

災害などにより生活が一時的に著しく困難になり、保険
料が納められなくなった場合には、保険料の減免を申請す
ることができる。
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国民年金

国民年金制度は、全ての国民を対象として、老齢・障
害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維
持および向上に寄与することを目的としている。

昭和34年に公布・施行された「国民年金法」は自営業者
など被用者年金制度に加入していない者を対象としてきた
が、昭和61年以降は、対象者を全ての国民に拡大した新年
金制度となった。平成９年１月には基礎年金番号が導入さ
れ、被保険者および受給者の利便が図られた。

国民年金事業の運営は国（日本年金機構）が行っている
が、事務の一部を区が実施している。区では、第１号被保
険者および任意加入者の資格の取得・変更、免除、給付請
求書の受理・審査、年金相談などの業務を行っている。
被保険者

１　第１号被保険者
国内に住所がある20歳以上60歳未満の者で、次の２、３

の該当者を除く。
２　第２号被保険者

厚生年金保険の被保険者（65歳以上の者を除く）
３　第３号被保険者

第２号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者
なお、次に該当する場合は希望により任意加入できる。

・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者（※１）
・日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上65歳未満の者
・日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の者（※２）
・日本国籍を有し、海外に居住する65歳以上70歳未満の者
（※２）

（※１） 　年金の受給資格期間を満たしていない者または年
金額の増額を希望する者（480月限度）に限る。

（※２） 　年金の受給資格期間を満たしていない昭和40年４
月１日以前生まれの者に限る。

被保険者数

被保険者 令和6年3月末日 令和5年3月末日 増減
計 31,336人 31,076人 260人

第 1 号 20,580　 20,188　 392　
第 3 号 10,030　 10,241　 △ 211　
任 意 加 入 726　 647　 79　

保険料
１　保険料額（第１号被保険者および任意加入被保険者）

定額保険料　　　　月額　16,980円
付加保険料　　　　月額　   400円
保険料は定額制である。より高い老齢基礎年金の受給を

希望する場合には、定額保険料に上乗せして納付する付加
保険料がある。

なお、第２号被保険者の国民年金保険料は加入している
年金制度から拠出され、第３号被保険者の国民年金保険料
は配偶者が加入している年金制度から拠出される。
２　免除・納付猶予

保険料の納付が困難な場合には、免除制度や納付猶予制
度がある。
・免除制度

法律で定められた要件に該当した場合に、届け出により
保険料の全額が免除される法定免除と、被保険者本人、配
偶者および世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請
して承認を受けることにより保険料の全額または一部が免
除される申請免除がある。

申請免除は従来、全額免除と半額免除の２段階となって
いたが、平成18年７月から４分の３免除および４分の１免
除が追加され、所得水準に応じた多段階（４段階）の免除
制度となった。

免除承認期間は、年金を受けるための資格期間に算入さ
れ、老齢基礎年金額にも一部反映される。

保険料調定および収入状況 （令和５年度）

区分
種別 調定額 収入済額 不納欠損額 収人未済額 収入割合 還付未済額

計 円
2,011,066,886

円
1,968,396,642

円
11,076,460

円
31,593,784

％
97.88

円
3,937,900

現　年　分 1,971,603,800 1,955,859,910 0 15,743,890 99.20 3,834,200

滞納繰越分 39,463,086 12,536,732 11,076,460 15,849,894 31.77 103,700
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免除区分および年金額

区分 納付額 年金額
全 額 免 除 なし １／２（平成21年３月分までは１／３）
４分の３免除  4,250円 ５／８（平成21年３月分までは１／２）
半 額 免 除  8,490　 ６／８（平成21年３月分までは２／３）
４分の１免除 12,740　 ７／８（平成21年３月分までは５／６）

◎一部免除の場合の年金額は、一部納付額を納付している
ことが必要

・納付猶予制度
被保険者本人（50歳未満）および配偶者の前年所得が一

定額以下の場合に、申請して承認を受けることにより保険
料の納付が猶予される。

納付猶予承認期間は、年金を受けるための資格期間に算
入されるが、老齢基礎年金額には反映されない。

免除・納付猶予承認期間の保険料は、10年以内であれば、
一定額を加算して納めること（追納）ができる。

免除件数（令和６年３月末日）
法定免除 620件
申請免除（全額） 3,247件
　　　　（４分の３） 96件
　　　　（半額） 92件
　　　　（４分の１） 60件
納付猶予 464件

３　学生納付特例
学生で本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請して

承認を受けることにより保険料の納付が猶予される学生納
付特例制度がある。学生納付特例承認期間は、年金を受け
るための資格期間に算入されるが、老齢基礎年金額には反
映されない。また、10年以内であれば、学生納付特例承認
期間の保険料に一定額を加算し、追納することができる。

学生納付特例件数（令和６年３月末日）　　　 1,537件
４　産前産後免除

対象者は、国民年金第１号被保険者で出産日が平成31年
２月１日以降の方（ただし、任意加入者は除く）。

単胎妊娠の場合： 出産予定日または出産日が属する月の
前月から４カ月

多胎妊娠の場合： 出産予定日または出産日が属する月の
３カ月前から６カ月

免除承認期間は、年金を受けるための資格期間に算入さ
れ、老齢基礎年金額にも反映される。

　産前産後免除件数（令和６年３月末日）　　　 94件
給付
年金額は、物価および現役世代の賃金水準に連動して改

定することになっている。令和６年度の改定は、名目手取
り賃金変動率が3.1％のプラス、物価変動率が3.2％のプラ
スのため、賃金変動率によって改定される。また、令和６

年度のマクロ経済スライドによる調整（△0.4％）が行わ
れるため、令和６年度の年金額の改定率は、プラス2.7％
となる。

なお、年金は、受給権の発生した翌月から支給され、権
利が消滅した月で終わる。支払いは年６回、２・４・６・
８・10・12月にそれぞれ前２カ月分が支給される。

給付の請求については以下のとおりとする。
・ 第１号被保険者のみで支給要件を満たしている者は区に

請求する。
・第２号、第３号被保険者の期間がある者は、年金事務所

および各共済組合に請求する。

年金受給者数　（令和６年３月31日現在）

区　　　　分 人　数
合　　　　計 25,102人

老 齢
老 齢 基 礎 23,598
老 齢 376
通 算 老 齢 95

障 害 障 害 基 礎 984
障 害 16

遺 族
遺 族 基 礎 20
母 子 0
寡 婦 13

老齢福祉年金
国民年金が発足した昭和34年11月当時、すでに高齢で加

入できなかった者に、経過的、補完的な給付としての無拠
出制の老齢福祉年金が支給される。

給付に要する費用は、全額国庫負担であるので本人、配
偶者、扶養義務者の所得により支給制限がある。また、本
人が他の公的年金を受けているときは、年金額の全部また
は一部が支給停止される。
支給要件
原則として明治44年４月１日以前に生まれた者

特別障害給付金制度
平成17年４月に、国民年金の任意加入期間に加入しな

かったことにより、障害基礎年金などを受給していない障
害のある方を対象とした福祉的措置として特別障害給付金
制度が創設された。

国民年金基金
国民年金基金とは、第１号被保険者がより豊かな生活を

過ごせるように基礎年金に上乗せの年金を支給する制度で
ある。各都道府県単位で加入できる地域型国民年金基金と、
全国単位で組織され同じ職種などの人が加入できる職能型
国民年金基金があり、いずれか１つに加入できる。平成３
年に東京都国民年金基金が設立された。
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国民年金給付の種類

種　　類 主　な　支　給　要　件 年　　金　　額

老齢基礎年金

　保険料納付月数および免除期間などの資格期間が
10年以上ある者が、65歳になったとき支給
　なお、生年月日に応じて資格期間の短縮措置があ
り、加入可能年数が異なる。
　60歳から繰り上げ請求、75歳まで繰り下げ請求が
できる。

加入可能年数全てを納付した場合
　昭和31年４月２日以後生まれの方
　　年額　816,000円
　　月額　 68,000円
　昭和31年４月１日以前生まれの方
　　年額　813,700円
　　月額　 67,808円
未納や免除に応じ減額される。

障害基礎年金

　国民年金の加入期間中に初診日がある病気・けが
で著しい障害の状態となったとき支給（保険料の納
付要件あり）
　また、20歳前に初診日がある障害の場合は、納付
要件がない代わりに所得制限がある。

１級障害
　昭和31年４月２日以後生まれの方
 1,020,000円＋子の加算額（※）
　昭和31年４月１日以前生まれの方
 1,017,125円＋子の加算額（※）
２級障害
　昭和31年４月２日以後生まれの方
 816,000円＋子の加算額（※）
　昭和31年４月１日以前生まれの方
 813,700円＋子の加算額（※）

遺族基礎年金

　被保険者または受給権者が死亡したとき、18歳ま
での子（障害のある子は20歳未満）のいる配偶者ま
たは子に支給（被保険者が死亡した場合は保険料の
納付要件あり）

　昭和31年４月２日以後生まれの方
 816,000円＋子の加算額（※）
　昭和31年４月１日以前生まれの方
 813,700円＋子の加算額（※）

子が受給する場合の加算は第２子以降につ
いて行い、子１人当たりの年金額は、受給
総額を子の数で除した額 

寡 婦 年 金
　老齢基礎年金を受ける資格のある夫が死亡したとき、
婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻に
60歳から65歳まで支給

　夫の老齢基礎年金の３／４

死 亡 一 時 金 　保険料を３年以上納めた者が、年金を受けずに死
亡したとき、遺族に支給

　保険料納付月数により
　　120,000～320,000円

脱 退 一 時 金 　保険料を６カ月以上納めた外国人が、年金を受け
ずに帰国したとき支給

　保険料納付月数により
　　50,940～509,400円

付 加 年 金 　付加保険料（月額400円）を納めたとき、老齢基礎
年金に加算して支給

　200円×付加保険料納付月数

◎国民年金法改正による昭和61年４月以降の適用者（大正15年４月２日以降に生まれた者）に対する給付
◎年金額は、令和６年度分を記載
（※）子の加算額は、第１子・第２子各234,800円、第３子以降各78,300円（令和６年度）
（※）加算対象となる子とは18歳到達年度末日までの子、または20歳未満で一定の障害の状態にある子
≪旧国民年金法による給付≫
　大正15年４月１日以前に生まれた者、昭和61年３月末日までに年金を受給している者は、「旧国民年金法」による老齢
年金または通算老齢年金、障害年金などが給付されている。

�
�

�
�
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国

保

年
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年金事務所

中央年金事務所（旧中央社会保険事務所）
所在地　明石町８−１　聖路加タワー１階・16階

☎（3543）1411代表
年金相談予約 ☎（0570）05−4890

〃 （050電話を利用の場合） ☎（6631）7521　　
年金相談（ねんきんダイヤル） ☎（0570）05−1165

〃 （050電話を利用の場合） ☎（6700）1165　　
ねんきん定期便、ねんきんネットの問い合わせ
 ☎（0570）058−555

〃 （050電話を利用の場合） ☎（6700）1144　　
ねんきん加入者ダイヤル

（国民年金加入者向け） ☎（0570）003−004
〃 （050電話を利用の場合）　☎（6630）2525　

（事業所、厚生年金加入者向け） ☎（0570）007−123
〃 （050電話を利用の場合）　☎（6837）2913　

年金事務所は、昭和37年に発足した社会保険庁が廃止さ
れ、新たに公的年金に係る一連の業務運営（適用・徴収・
記録管理・相談・裁定・給付など）を担う非公務員型の公
法人「日本年金機構」として平成22年１月１日に発足した。

中央年金事務所は、わが国の社会保険制度の中核を成す
健康保険（被保険者証の発行および保険給付業務は全国健
康保険協会）、厚生年金保険および国民年金（福祉年金を
除く）の業務を国からの委託を受けて行っている。

健康保険および厚生年金保険加入は、事業所単位とされ
ており、法人の事業所で働く人（事業主１人の場合も含む）
と、個人事業で５人以上を雇用する事業所（一部事業を除
く）は、全て強制加入（強制適用事務所）、それ以外の事
業所は任意加入（任意適用事務所―従業員の半数以上の同
意が必要）とされている。

従ってこれらの事業所に常時勤務する従業員は、全員被
保険者とされている。

また、平成28年10月から、「特定適用事業所（被保険者
数が常時500人を超える事業所）」に勤務する短時間労働者
は、厚生年金保険などの適用対象となり、平成29年４月か
らは、労使の合意に基づき申し出をすることによって、短
時間労働者を新たに厚生年金保険などの適用対象とするこ
とが出来るようになった。

なお、健康保険の適用事業所に使用されている日雇い労
働者は健康保険の日雇特例被保険者とされている。

厚生年金保険は、老齢、障害または死亡について給付を
行い、被保険者およびその遺族の生活の安定を図っている。

国民年金は、被用者年金制度から除外される自営業者な
どを対象に発足した年金制度である。昭和60年の法律改正
により、全国民に共通の基礎年金を支給することとなった

ため昭和61年度より従来の被保険者を第１号被保険者、厚
生年金保険等被用者年金の被保険者を第２号被保険者、第
２号被保険者に扶養される配偶者を第３号被保険者とし、
国民年金に加入の取り扱いとなっている。

また、平成12年「地方分権一括法」の施行に伴い、第１
号被保険者および国民年金任意加入被保険者の諸手続きは、
区市町村、第２号・第３号被保険者受給権者の諸手続きは、
社会保険事務所となった。

これを受けて、平成14年４月から第３号被保険者の受け
付けが区市町村から事業所管轄の社会保険事務所へと変更
になった。

なお、平成18年に「健康保険法等の一部を改正する法律」
により、健康保険の健康・医療保険給付を平成20年10月１
日から社会保険庁から切り離し、全国健康保険協会を設立
し、行っている。

このことに伴い、健康保険については加入・削除手続き、
保険料の徴収業務などを残し、厚生年金保険、国民年金は
従来どおり社会保険事務所となり、平成19年「日本年金機
構法」の成立により平成22年１月から、引き続き同業務を
年金事務所において行っている。

保険料徴収決定額・収納済額調　（令和５年度）
（令和６年３月31日現在）

種　　　別 徴収決定額 収納済額

計 円
1,410,122,590,673

円
1,398,718,223,016

健 康 勘 定 151,360,804,373 149,066,795,850

年 金 勘 定 1,233,960,225,159 1,225,269,242,172

業 務 勘 定 24,801,561,141 24,382,184,994

厚生年金保険給付受付状況 （令和５年度）
（令和６年３月31日現在）

種　　　別 件　　　数

計 4,238件

老齢厚生年金（含通算老齢年金） 3,235　

障害年金 372　

遺族年金（含通算遺族年金） 532　

脱退手当金 2　

再裁定 97　
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健康保険適用事業所および被保険者数（令和５年度）
（令和６年３月31日現在）

事業所数（件） 被保険者数（人） 平均標準報
酬月額（円）強制 任意 計 強制 任意 計

31,659 663 32,322 319,334 1,632 320,966 347,078

男 169,415 392 169,807 404,172

女 149,919 1,240 151,159 282,940

厚生年金保険適用事業所および被保険者数（令和５年度）
（令和６年３月31日現在）

事業所数（件） 被保険者数（人） 平均標準報
酬月額（円）強制 任意 計 強制 任意 計

37,478 773 38,251 1,257,354 2,050 1,259,404 377,388

男 785,730 546 786,276 424,673

女 471,624 1,504 473,128 298,807


